豊見城市観光ＰＲ事業運営業務委託仕様書
 
１　事業名
豊見城市観光ＰＲ事業

２　目　的 
本事業は、関東圏等の大都市圏を中心に豊見城市の物産や文化等のプロモーションを実施することにより、「沖縄県豊見城市」の魅力や認知度を高め、豊見城市への誘客を促進し、観光消費の拡大を図ることを目的とする。

３　契約期間
契約日から令和7年7月10日まで

４　イベントの詳細
　　主催：OKINAWA FES Milafete 実行委員会
　　名称：OKINAWA FES Milafete in代々木公園（関東最大級の沖縄イベント）
　　時期：令和7年5月17日（土）～5月18日（日）の2日間
　　場所：東京都渋谷区代々木神園町2-1　代々木公園
　　出店事業者数：90店舗を想定（飲食・物販を含む）※昨年実績83店舗
　　来場者数：25万人を想定（昨年は2日間で約25万人の実績）
　　出店料：200千円(2日間)×3ブース×1.1＝660千円　
※別途総売り上げの10％負担あり
※電子決済用端末レンタル料5千円(税別)+決済手数料5%
舞台借り上げ料(市PRの為)：500千円×1.1＝550千円

５　出店内容(３ブース) 
　　(ブース１)市特産品・観光施設等ＰＲ及び、パンフレット設置、アンケート調査
　　※６　委託業務概要(１)ア～ウ参照
　　(ブース２)市内事業者商品ＰＲ及び販売
　　※６　委託業務概要(１)エ参照
　　※(ブース２)に関して、オリオンビール等の酒類を販売予定のため、酒類販売業免許を持つ方が現地へ同行することを必須とする。
　　(ブース３)市内事業者ブース
　　※６　委託業務概要(１)オ参照

５　委託料設計額
[bookmark: _GoBack]　　合計３，８１８，０００円以内(消費税及び地方消費税を含む。）
	[bookmark: _Hlk86145875]区分
	内容

	1.人件費
	本事業に直接従事する従業員等の人件費

	2.需用費
	消耗品、印刷製本費等

	3.役務費
	通信運搬費、手数料等

	4.使用料及び賃借料
	出店料、送料、リース料等

	5.一般管理費
	1から4の合計の10%以内

	6.消費税及び地方消費税
	1から5の合計の10％以内



６　委託業務概要
（１）　豊見城市観光ＰＲ業務
本市の魅力を県外在住者へＰＲするため、以下の業務を実施する。なお、業務の実施にあたっては、本市と協議を行いながら進めること。
ア　事業目的である誘客の促進、観光消費額の増大を図るための手法等を検討し、その手法等に適した人員構成で観光ＰＲ展等（本市の魅力をイベント来場者へＰＲするためのブース出展やパンフレット等の配布）を実施すること。
イ　観光ＰＲ展等を実施する上で地域、場所、ターゲットとする年齢層など考慮し、消費者に訴求力のある魅力的な観光ＰＲを実施すること。
ウ　イの実施にあたっては以下に留意すること。
（ア）　イベントブースの展開の際は、費用対効果等を十分に考慮する等、本市への誘客につながるＰＲ手法を取り入れること。
（イ）　観光ＰＲ展等の来場者に対し、アンケート調査を実施すること。アンケート内容は属性、本市への旅行に対する意向等のデータが収集できる内容とし、本市の観光振興に資する回答が得られる工夫を講ずること。なお、アンケートは速やかな集計及び分析が行える方法とすること。（電子媒体を主とすること。紙媒体希望者がいる場合はこの限りではない）
（ウ）　出店料その他出展等に関する経費負担が発生する場合は、受託者において支払うこととする。アンケートノベルティについては、受け取る側が受け取りやすいこと、本市の魅力を伝えることができるものであることや費用対効果等も含めて、受託者においてノベルティを企画・用意すること。
（エ）　市の指定する物品等は受託者において、会場まで配送すること。（市マスコットキャラクター着ぐるみ・パンフレット・パネル等）
（オ）　市が提供する物品等の保管場所を確保すること。
（カ）　SNS等を活用して魅力発信の促進につながるような事業を提案すること。
（キ）　観光ＰＲ展の際に、本市の物産や文化等の魅力発信に係るＰＲ活動を行うこと。
　　　エ　出店ブースにおける出品物について、市内事業者の商品ＰＲや販売を現地にて実施することから、募集・収集・配送・管理等を行い、現地での販売については、代理販売とする。なお、出品物については、市と協議の上確定することとする。
　　　オ　代理販売ではなく、現地に事業者自ら足を運び、販売を行いたいという希望があれば、それも可とする。ただし、現地への旅行に係る費用については、全て各事業者負担とする。またブースに限りがあるため、多数の場合は、市と協議の上確定することとする。
　　　カ　出店料とは別で、総売り上げの10％の負担が生じるため、代理販売・現地での販売での売り上げについて、受託業者が取りまとめて主催者側に支払うこと。
　　　キ　市ＰＲのため、イベント両日の内、いずれか１日に、舞台借上げ(１５分程度)を行うときに、主催者側とＰＲ時間帯等の調整を行うこと。
　　　ク　来沖キャンペーンについて、取組を行うこと。

（２）　その他事業報告等
本事業成果、課題についてのアンケート、次年度以降の展開、戦略等を構築し、報告書に取りまとめること。

７　委託業務の経理
（１）　業務の資金繰りに配慮し、委託料の支払いについて、概算払いを行うことができるものとする。
（２）　実績報告書等により委託契約額が確定した結果、概算払いにより受託者に支払った委託料に残額が生じたときは、その額を返還すること。
（３）　委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して記載し、委託料の使途を明らかにしておくこと。
（４）　委託料の支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに委託業務の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるように保存しておくこと。また、受託者は、市の要求に応じ、上記の経理書類の写しを提出すること。

８　報告等
（１）　受託者は、必要に応じ、市に事業進捗状況を報告するものとする。
（２）　受託者は、市に対し、委託事業を実際に実施したことが確認できる次の成果品を納品すること。
ア　業務報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ａ４版印刷製本２部
イ　上記(ア)のデジタルデータ ・・・・・・・・・・・・ ＣＤ-ＲＯＭ１枚
ウ　その他

９　業務の適正な実施に関する事項
（１）　関係法令の遵守
受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令を遵守すること。
（２）　業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託業務が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、市と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
（３）　守秘義務
受託者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

10　不当介入における通報義務
（１）　妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
（２）　受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、市に履行期間の延長変更を請求することができる。

11　その他
（１）　受託者は業務遂行にあたって、市と緊密な連携をもって行わなければならない。
（２）　本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約の仕様書とは異なる場合がある。
（３）　この仕様書に定めのない事項、又は疑義が乗じた場合は、市と受託者の双方が協議して定めるものとする。

12　問合先
豊見城市　企画部　商工観光課　観光振興班
〒901-0292 豊見城市宜保一丁目1 番地１号
ＴＥＬ：098-850-5876
ＦＡＸ：098-850-5343





別記

個人情報取扱特記仕様書

（特約及び法令等の遵守）
第１条　受託者は、個人情報（個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
２　受託者は、前項の規定に定めるもののほか、個人情報の取扱い及び管理については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、豊見城市情報公開条例（令和4年豊見城市条例第27号）、豊見城市情報公開条例施行規則（令和5年豊見城市規則第1号）、その他個人情報保護に関する法令の規定を遵守し業務を履行しなければならない。

（秘密の保持）
第２条　受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（漏えい、滅失及びき損の防止）
第３条　受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報などについて、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（目的外使用・提供の禁止）
第４条　受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

（事務従事者への周知）
第５条　受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

（調査）
第６条　受託者は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、豊見城市の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。

（事故発生時における報告）
第７条　受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに豊見城市に報告し、豊見城市の指示に従うものとする。
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